
 

 

令和５年９月 

関係者各位 

 

社会福祉法人 伊勢市社会福祉協議会 

 

 

適格請求書発行事業者登録番号のご通知について 

 

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り厚く

御礼申し上げます。  

令和５年１０月１日より「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」が導入されます。 

複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方法として、税務署⻑に申請して登録を受けた

課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額

控除の要件となります。 

上述の制度導入を控えて、当法人では適格請求書発行事業者として登録を受けましたので、

下記の通り登録番号をご通知申し上げます。 

何卒趣旨をご賢察のうえ、ご協力賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 
 

 

 

 

記 
 
 
 
 

１.当法人登録番号 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

２.本件についての問合先 

社会福祉法人 伊勢市社会福祉協議会  

本所 総務経営企画課  

担当：中村・小河 

電話：０５９６‐２０‐８６１０ 

 

以 上 

登 録 番 号 Ｔ１１９０００５００５３４７ 

名     称 社会福祉法人伊勢市社会福祉協議会 

所  在  地 三重県伊勢市御薗町長屋２７６７番地 

登 録 年 月 日 令和５年１０月１日 


